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答  申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）３４２条１項の規定に基づく固定資産税賦課処分及

び法７０２条１項の規定に基づく都市計画税賦課処分に係る審査請求

について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都 ○○都税事務所長（以下「処

分庁」という。）が、請求人に対し、令和３年６月１日付けで

行った別紙物件目録記載の土地（以下「本件土地」という。）

に係る令和３年度分の固定資産税及び都市計画税（以下「固定

資産税等」という。）賦課処分（内容は、別紙処分目録記載の

とおり。以下「本件処分」という。）について、その取消しを

求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下のことから、本件処分の違法性・不

当性を主張しているものと解される。  

本件土地は、令和３年１月１４日に建築物（本件家屋）の検

査を受けた。１月１日賦課期日時点の利用状況によって、１年

分の課税をするのは、実態に合わず不合理と考える。本件の場

合は、３６５分の１３又は１４の課税が相当と考える。  
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第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項

の規定を適用して、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和４年  ４月１９日  諮問  

令和４年  ６月１０日  審議（第６７回第４部会）  

令和４年  ７月  ８日  審議（第６８回第４部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討し

た結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  固定資産税等の賦課期日  

法３５９条によれば、固定資産税の賦課期日は当該年度の初

日の属する年の１月１日とするとされており、また、法７０

２条の６によれば、都市計画税についても同様とされている。  

そして、固定資産税等の納税義務者、課税客体、課税標準等

の課税要件は、賦課期日現在の状況によって確定されるもの

である。  

 ⑵  固定資産税等の課税標準及び住宅特例  

ア  課税標準  

土地に対して課する固定資産税等の課税標準は、基準年度

（法３４１条１項６号）における賦課期日における価格で土

地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されたものとされて

いる（法３４９条、７０２条）。  
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イ  住宅用地等  

専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の

用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されてい

る土地で政令で定めるもの（以下「住宅用地」という。）に

対して課する固定資産税の課税標準は、法３４９条の３の２

に よ り 課 税 標 準 と な る べ き 価 格 の ３ 分 の １ の 額 と し （ １

項）、このうち、住宅１戸について２００㎡までの土地（以

下「小規模住宅用地」という。）に対して課する固定資産税

の課税標準は、上記３分の１の額のところを６分の１の額と

する旨定めている（２項）。また、住宅用地に対して課する

都市計画税の課税標準は、法３４９条により課税標準となる

べき価格の３分の２の額とし、小規模住宅用地の場合にはこ

れを３分の１の額とする旨、法７０２条の３に定められてい

る。  

 ウ  取扱通知等  

法の規定全般の解釈・適用に関する地方自治法２４５条の

４第１項の規定に基づく技術的な助言として、「地方税法の

施行に関する取扱いについて（市町村税関係）」（平成２２

年４月１日付総税市第１６号総務大臣通知。以下「取扱通

知」という。）があり、これによれば、住宅特例に関し、

「敷地の用に供されている土地」とは、「特例対象となる家

屋を維持し又はその効用を果すために使用されている１画地

の土地で賦課期日現在において当該家屋の存するもの又はそ

の上に既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中である

もの」をいうとされている（第３章・第２節・第１・２０・

⑴ )。  

そして、取扱通知における「既存の当該家屋に代えてこれ

らの家屋が建設中であるもの」の具体的な取扱いに当たって
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は、さらに、「住宅建替え中の土地に係る固定資産税及び都

市計画税の課税について」（平成６年２月２２日付自治固第

１７号自治省税務局固定資産税課長通知。以下「課長通知」

という。）を参照することとされ、取扱通知における「既存

の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であるもの」とし

て取り扱う要件として、既存の住宅に代えて住宅を建設して

いる土地で、「当該年度の前年度に係る賦課期日における当

該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住

宅の所有者が、原則として同一であること」（課長通知１・

⑸）等を挙げている。  

エ  特別区の存する区域において、実際に固定資産税等を課

する権限を有する東京都では、住宅を建替え中の土地におい

て住宅特例が適用される場合について、「住宅建替え中の土

地に係る住宅用地の認定について」（平成２８年３月２５日

付２７主資評第５１６号主税局資産税部長通達。以下「建替

特例通達」という。）により取り扱っており、建替特例通達

では、住宅特例の適用基準として「当該土地が、当該年度の

前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと」（同

通達２・⑴）、「当該年度に係る賦課期日において、住宅の

新築工事に着手していること」（同・⑵）、「住宅の建替え

が、当該年度の前年度における建替え前の住宅の敷地と同一

の敷地において行われていること」（同・⑶）、「住宅の建

替えが、当該年度の前年度に係る賦課期日における建替え前

の住宅の所有者と同一の者により行われていること」（同・

⑷）の４つを要件に挙げ、これら適用基準を全て満たすもの

については、住宅特例（ただし、本件の場合においては従前

の住宅用地の認定を継続）を適用するとしている。  

オ  取扱通知（上記ウ）は、法の規定全般の解釈・適用に関
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する地方自治法２４５条の４第１項の規定に基づく技術的な

助言である。また、住宅特例が、主として住宅政策上の見地

から住宅用地及び小規模住宅用地についての税負担の軽減を

図るため、固定資産税等の課税標準の特例を定めていること

からすれば、課長通知及び建替特例通達（上記ウ及びエ）は、

いずれも課税庁が、固定資産税等に係る法の趣旨に沿う解釈

・適用を行うに当たって参考とすべき基準として、妥当なも

のと考えられる。  

⑶  固定資産税等の税率  

法３５０条は、固定資産税の標準税率は１００分の１．４と

定め、法７０２条の４は、都市計画税の税率は１００分の０．

３を超えることができないと定めており、法の各規定を 受け

て、条例１２２条は、固定資産税の税率を１００分の１．４

と定め、同条例１８８条の２７は、都市計画税の税率を１０

０分の０．３と定めている。  

２  本件処分についての検討  

⑴  まず、取扱通知にいう「敷地の用に供されている土地」（住

宅用地）であることの要件の１つである「特例対象となる家

屋を維持し又はその効用を果すために使用されている１画地

の土地で賦課期日現在において当該家屋の存するもの」に当

たるかについてみると、処分庁は、令和２年１１月１８日の

現地調査において、本件土地上に本件家屋が建築中であるこ

とを確認し、令和３年１月２日を原因日として新築されたこ

とを登記済通知書により確認していることが認められる。  

そうすると、令和３年度賦課期日（同年１月１日）時点にお

いて、本件土地には「居住の用に供する家屋」が存在せず、

「特例対象となる家屋を維持し又はその効用を果すために使

用されている１画地の土地で賦課期日現在において当該家屋
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の存するもの」には当たらないということができる。  

⑵  次に、同じく要件の１つである「既存の当該家屋に代えて

これらの家屋が建設中であるもの」に当たるかについてみる。  

当該要件の具体的な取扱いについて、都においては建替特例

通達により取り扱われており（１・⑵・エ）、住宅特例の適

用基準として、全てを満たす必要がある４つの基準が挙げら

れている。そのうちの１つとして「住宅の建替えが、当該年

度の前年度に係る賦課期日における建替え前の住宅の所有者

と同一のものにより行われていること。 」とされている（建

替特例通達・⑷）。  

これを本件についてみると、請求人は、本件土地を請求外○

○さんから売買により取得し、同土地上に本件家屋を新築し

たことが認められる。  

そうすると、本件土地は建替特例通達・⑷の「住宅の建替え

が、当該年度の前年度に係る賦課期日における建替え前の住

宅の所有者と同一のものにより行われていること。 」の要件

を満たさないことは明らかであり、「既存の当該家屋に代え

てこれらの家屋が建設中であるもの」に は当たらないという

ことができる。  

⑶  以上によれば、本件土地が住宅用地であるためには上記２

つの要件のいずれかを満たさなければならないところ（１・

⑵・ウ）、本件土地については、上記⑴及び⑵のとおりいず

れの要件も満たさないことから、処分庁が本件土地について

非住宅用地として認定し、住宅特例を適用せずに、本件土地

に係る固定資産課税台帳の登録価格等に基づき、固定資産税

等を課税するとの本件処分を行ったことは、適切に行われた

ものであると認められる。   

また、本件処分における固定資産税等の税額の算定について、
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違算等も認められない。  

したがって、本件処分は、上記１の法令等の定めに則ってな

されたものといえ、違法又は不当な点は認められない。  

３  請求人の主張についての検討  

 請求人は、令和３年１月１４日に建築基準法の規定に基づく

建 築 物 の 検 査 を 受 け 、 同 年 ２ 月 ２ ０ 日 付 け で 検 査 済 証 （ 以 下

「本件検査済証」という。）の交付を受けている ことを理由に、

本件処分の取消しを求めている。  

しかし、家屋が新築された時期 について、完了検査が行われ

た時点により認定することができたとしても、本件検査済証に

記載された建築基準法７条の２に規定する完了検査の検査年月

日は令和３年１月１４日とされているのであるから、令和３年

度の賦課期日において、本件家屋が新築されていたとは認めら

れない。  

請求人は、法が１月１日現在の所有者に１年分の課税をする

のは不合理であるとして、住宅特例を日割りで適用すべきとも

主張する。   

しかし、上記１・⑵・ウのとおり、住宅特例の適用対象とな

るためには、住宅用地である必要があり、住宅用地の認定は、

賦課期日時点の利用状況によって確定されるものであるところ、

本件処分が法令の定めに基づき適正に行われたものであると認

められることは上記２のとおりであり、また、請求人が主張す

るような住宅特例を日割りで適用することを旨とした法令等の

規定も見当たらない。  

よって、請求人の主張には理由がないというほかはない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  
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以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

松井多美雄、大橋真由美、山田攝子  

 

別紙（略）  

 


